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（株）パセオ 北海道帯広市 R7.3.3
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

深さ約４．０メートルの掘削溝の中で労働者に
作業を行わせる際に、地山の崩壊防止措置を講
じていなかったもの

R7.3.3送検

（株）前田建設
北海道苫前郡初
山別村

R7.3.10
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械を用いて作業を行う際に、運転
中の同機械と労働者との接触防止措置を講じて
いなかったもの

R7.3.10送検

（株）フナキ
北海道網走郡大
空町

R7.3.11
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条

伐倒しようとする立木の高さの２倍に相当する
距離を半径とする円形の内側に他の労働者を立
ち入らせたもの

R7.3.11送検

（株）康鋭工業
北海道檜山郡上
ノ国町

R7.5.21
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

伐倒しようとする立木に適切な幅の切り残しを
確保せずに伐木させたもの R7.5.21送検

竹林木材工業（株）
北海道山越郡長
万部町

R7.7.2
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

伐倒しようとする立木に適切な幅の切り残しを
確保せずに伐木させたもの R7.7.2送検

（同）佐々木造材
北海道亀田郡七
飯町

R7.7.11
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の95

車両系木材伐出機械を用いて作業を行う際に、
運転中の同機械と労働者との接触防止措置を講
じていなかったもの

R7.7.11送検

（株）佐藤内装 北海道函館市 R7.7.14
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

高さ約３．６メートルの足場で、手すり等の墜
落防止措置を講じることなく労働者に作業を行
わせたもの

R7.7.14送検

（株）エイビーエス運輸
北海道利尻郡利
尻町

R7.8.6 労働基準法第37条
労働者１名に、1か月間の時間外労働に対する
割増賃金合計約11万円を支払わなかったもの R7.8.6送検

東洋テクノ（株） 東京都渋谷区 R7.9.3
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70

貨物自動車から荷卸しする作業において、作業
指揮者に直接指揮や作業着手の指示を行わせな
かったもの

R7.9.3送検
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月形町農業協同組合
北海道樺戸郡月
形町

R7.10.16 労働基準法第37条
労働者３名に、２か月間の時間外労働に対する
割増賃金合計約25万円を支払わなかったもの R7.10.16送検

友成興業
北海道札幌市厚
別区

R7.11.21 労働基準法第24条
労働者１名に、１か月間の定期賃金合計約15万
円を支払わなかったもの R7.11.21送検

田中石灰工業(株)
北海道上川郡当
麻町

R7.12.17
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の掃除等を行う際、起動装置に表示板を取
り付ける等の措置を講じていなかったもの R7.12.17送検

渡部建設(株)
北海道雨竜郡
沼田町

R8.2.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

車両系建設機械を用いて作業を行う際、労働者
を危険な場所に立ち入らせたもの R8.2.2送検

(有)クリーン・ケアシステ
ム

北海道帯広市 R8.2.3
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しな
かったもの R8.2.3送検

(株)メタル・ワークス技研
北海道札幌市北
区

R8.2.4
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条

有効な呼吸用保護具を使用させることなく金属
アーク溶接作業を行わせたもの R8.2.4送検

そらち南農業協同組合
北海道夕張郡
栗山町

R8.2.5
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第29条

クレーンを用いて作業を行う際、作業従事者を
危険な場所に立ち入らせたもの R8.2.5送検

(株)シンヨウ
北海道札幌市東
区

R8.2.20
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第517条の18

コンクリート造工作物の解体作業に当たり、コ
ンクリート造工作物の解体等作業主任者に直接
指揮させていなかったもの

R8.2.19送検

東立エンジニアリング(株)
北海道札幌市中
央区

R8.2.20
労働安全衛生法第65条
酸素欠乏症等防止規則第3条

廃水処理層内で、作業を行わせるに当たり、酸
素欠乏危険作業主任者に酸素及び硫化水素濃度
を測定させなかったもの

R8.2.20送検

（同）リバースワン 北海道伊達市 R8.2.25 最低賃金法第４条
労働者１名に、１か月間の定期賃金合計約
31万円を支払わなかったもの

R8.2.25送検


